
 

  

育児休業を取得した労働者や育児のための短時間勤務制度を利用した労働者が っていた業務につい
て、周囲の労働者に手当等を支払った上 代替させた場合に、支払った手当額に応じた額を支給します。

Ⅰ 手当支給等（育児休業） 育児休業を取得する労働者の代替

令和６年１月から両立支援等助成金に
「育休中等業務代替支援コース」を新設しました

事業主の皆さまへ

令和６年１月か 両立支援等助成金に「育休中等業務代替支援コース」を新設し、育児休業や
育児  間 務を取得・利用する の業務を代替する体制整備に する支援を強化しています。
中  業事業主が周 の労働者に手当等を支払っ 代替させた場合（１ 手当支給等）、代替す

る労働者を新規雇用（または新規の派遣受入れ）した場合（２ 新規雇用）を対象に支給します。

①育児休業取得者や業務代替者の業務の見直し・効率化を う
②代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規 する
③育児休業取得者に７日（うち所 労働日  日）以上の育児休業を取得さ る
④③の育児休業中の業務代替期間に   、手当等による賃金増額を っている
・手当は代替内容を評価するもので り、労働 間に応じて支給される賃金でないこと
・手当総額で１万円以上支給していること（ 低支給額の基準）
※１か月未満の場合は、１日 たり500円と比較して低い を基準とする。
⑤③の育児休業期間が１か月以上の場合、育児休業終了後に原則 し 原職等に復帰さ 、
 か月以上継続雇用する（就業規則にも原職等  を規定化する）

主な
要 

対象育児休業取得者１名 たり、以 １，２の合計額を支給。
１.業務体制整備経費：５万円
※育児休業期間が１か月未満の場合は２万円

２.業務代替手当：業務代替者に支給した手当の総額の /４＜プラチナくるみん認定事業主は４/５＞
※手当の対象  に    、支給総額を対象として計算。10万円/月が助成金の上限
※代替期間12か月分まで対象

● 期雇用労働者  
対象育児休業取得者が有期 用労働者の場合に、支給額に１ 当たり10万円を加算
※業務代替期間が１か月以上の場合のみ対象。

●育児休業等に する      
  の育児休業取得  等に する  を  した場合、支給額に１回限り２万円を加算

助成額

NewⅡ 手当支給等（短時間勤務） 育児短時間勤務を利用する労働者の代替

＜裏面へ続く＞

1 手当支給等

①制度利用者や業務代替者の業務の見直し・効率化を う
②代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規 する
③制度利用者に１か月以上の育児のための短時間勤務制度を利用さ る
※１日 定労働 間７時間以上の労働者が、１日１時間以上 縮した場合が対象

④③の制度利用期間中の業務代替期間に   、手当等による賃金増額を っている
・手当は代替内容を評価するもので り、労働 間に応じて支給される賃金でないこと
・手当総額で３ 円以上支給していること（ 低支給額の基準）
※１か月未満の場合は、１日 たり150円と比較して低い を基準とする。

主な
要 

対象制度利用者１名 たり、以 １，２の合計額を支給。
１.業務体制整備経費：２万円
２.業務代替手当：業務代替者に支給した手当の総額の /４
※手当の対象  に    、支給総額を対象として計算。 万円/月が助成金の上限。
※   歳になるま の期間が対象（支給  は１年 と）。

● 期雇用労働者  
対象制度取得者が有期 用労働者の場合に、支給額に１ 当たり10万円を加算
※業務代替期間が１か月以上の場合のみ対象。

●育児休業等に する      
  の育児休業取得  等に する  を  した場合、支給額に１回限り２万円を加算

助成額



 

２ 新規雇用

               

◎上 以外にも しい支給要 が ります。また、支給  に必要な 類や  の期限

などについても れぞれ決まりが りますので、  労働 HPを   いた くか、

  の    労働 （助成金の  先）へ  い合  く さい。
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育児休業を取得した労働者が っていた業務を代替する労働者を新規に雇 入れた場合（新規の派遣
受入れを む）に、業務を代替した期間の長短に応じた額を支給します。

＜支給の上 ＞
・Ⅰ手当支給等（育児休業）、Ⅱ手当支給等（  間 務）、Ⅲ新規 用（育児休業）全 あわせ 
・１事業主１年度に き  育児休業取得者 制度利用者の合計 10 ま 
・  の  者   から５年間
を上限に支給します。
※た し、 回の対象労働者が じるまでにくるみん認定・ ラ くるみん認定を受けている事業
主は、「令和11年3月31日までに合計50 まで」となります。

・  労働者の  の子に係る育児休業・  間 務については、Ⅰ～Ⅲの  れ １ に    
となります（た し、Ⅱについては、支給  は制度利用１年 とに う必要が ります）。また、
  の にかかる育児休業に   は、Ⅰ Ⅲは  れか  の が対象となります。

＜   なる休業・制度利用＞
・育児休業中に休業取得者 就労し  る場合や  間 務中に制度利用者 時間通 に勤務しなかっ
た場合など、  期間から除外される場合が ります。
・複 の期間に分割して２回以上の育児休業や  間 務制度を取得・利用している場合でも、利用実
績を合  きるこ  あ ます。

＜制度の適用開始時期＞
・育休中等業務代替支援コ  は、令和６年１月１日以降に育児休業 開始した場合（※）・育児短時
間勤務 開始した場合を対象とします。
・現 制度のうち、   両立支援コ  （ １ のうち代替要員加算）、育児休業等支援コ  （業
務代替支援）については、令和５年12月31日までに育児休業が開始した場合（※）までが対象です。
（※）産後休業の終業後引   育児休業をする場合は、産後休業が開始した場合

＜既存制度 の 用＞
・育休中等業務代替支援コ  は、  の育児休業に   、既存の  時両立支援コース（ １ ）
または育児休業等支援コース（新型コ ナ  ル 感染症対応特 以外）  用  です。

①育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規に雇 入れる（新規の派遣受入れを む）
②育児休業取得者に７日（うち所 労働日  日）以上の育児休業を取得さ る
③①で い入れた労働者（  に 当）が、②の育児休業期間中に業務を代替する
・育児休業取得者と  の事業 及び 署で 務している
・ 定労働 間が育児休業取得者の２分の１以上で る
④②の育児休業期間が１か月以上の場合、育児休業終了後に原則 し 原職等に復帰さ 、
 か月以上継続雇用する（就業規則にも原職等  を規定化する）

主な
要 

対象育児休業取得者１名につ 、「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて
以 の額を支給。
７日以上14日未満 ：９万円 ＜11万円＞

14日以上１か月未満 ：13.5万円＜16.5万円＞
１か月以上 か月未満：27万円 ＜33万円＞

 か月以上６か月未満：45万円 ＜55万円＞

６か月以上 ：67.5万円＜82.5万円＞
※＜＞内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額。
※７日以上の育休は３日以上、14日以上の育休は６日以上が 定労働日で ることが必要
● 期雇用労働者  
対象育児休業取得者が有期 用労働者の場合に、支給額に１ 当たり10万円を加算
※業務代替期間が１か月以上の場合のみ対象。

●育児休業等に する      
  の育児休業取得  等に する  を  した場合、支給額に１回限り２万円を加算

助成額

Ⅲ 新規雇用（育児休業） 育児休業を取得する労働者の代替


